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 ※兵庫県統計市区町別主要統計指標を参考に作成 

利用上の注意 

①統計数字の単位未満は四捨五入してあるので、内訳の合計が 

総数欄の数字に必ずしも一致しない。 

  ②「－」 該当数値のないもの。 

  ③「･･･」 該当数値が不詳のもの。 

  ④「△」 数値がマイナスになっているもの。 
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 令和 8 年（2026 年）4 月作成 



たからづかし統計指標 

１ 面積 

 令和 7 年 10 月 1 日現在の面積は 101.80ｋ㎡で、兵庫県下 29 市のうち 20 番目です。 

 

（注 1）国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和 7 年 10 月 1 日現在） 

    （境界一部未確定のため、総務省自治行政局発行「全国市町村要覧」の面積

を参考値として記載。） 

  

 

２ 人口・世帯 

 令和 7 年 10 月 1 日現在の総人口（推計）は 219,715 人で、兵庫県下では神戸市、姫

路市、西宮市、尼崎市、明石市、加古川市に次いで 7 番目です。 

 世帯数（推計）は 97,523 世帯で、１世帯当たりの人員は 2.25 人です。 

 令和 2 年国勢調査（令和 2 年 10 月 1 日現在）による人口は、226,432 人で、兵庫県

下では７番目、全国では 1,719 市町村中で 103 番目です。 

 

３ 人口密度  

令和 7 年 10 月 1 日現在の人口密度は 1ｋ㎡当たり 2,158.3 人で、兵庫県下 29 市のう

ち 9 番目です。 

 

４ 人口構造（３階級別）   令和 2 年国勢調査結果 

人口構造は、年少人口（0～14 歳）が 29,519 人【構成比 13.1％】、生産年齢人口（15

～64 歳）が 132,082 人【構成比 58.3％】、老年人口（65 歳以上）が 64,831 人【構成比

28.6％】です。 

兵庫県の年少人口（0～14 歳）の構成比は 12.2％、生産年齢人口（15～64 歳）の構

成比は 58.5％、老年人口（65 歳以上）の構成比は 29.3％です。 

※人口構造の構成比については、各階級別の人口に国勢調査結果の年齢不詳を一定の処理方法に基づき

あん分して加算して算出しています。 

 

５ 産業分類別就業者   令和 2 年国勢調査結果 

就業者は、総数 94,858人（分類不能の産業含む）、うち第１次産業 814人(構成比 0.9％)、

第２次産業 17,031 人(構成比 18％)、第３次産業 73,898 人(構成比 77.9％)となっていま

す。 

各産業別にみると、第１次産業では農業・林業 813 人（うち農業 810 人）、第２次産

業では製造業 11,890 人、建設業 5,135 人、鉱業,砕石業,砂利採取業 6 人、第３次産業で



は卸売業,小売業 15,672 人、医療,福祉 14,124 人、教育,学習支援業 6,756 人、サ－ビス

業（他に分類されないもの）6,251 人、宿泊業,飲食サ－ビス業 4,785 人、学術研究,専

門・技術サ－ビス業 4,438 人、運輸業,郵便業 4,179 人、生活関連サ－ビス業,娯楽業 3,899

人、情報通信業 3,322 人、公務（他に分類されるものを除く）3,419 人、金融業,保険業

2,790 人、不動産業,物品賃貸業 3,286 人、電気・ガス・熱供給・水道業 594 人、複合

サ－ビス業 383 人。 

 

６ 昼間人口・流出人口   令和 2 年国勢調査結果 

 昼間人口は 183,303 人で、昼夜間人口比率は 81.0 です。 

 人口流動は、流入人口（15 歳以上）22,331 人、流出人口（15 歳以上）67,246 人で、

44,915 人の流出超過です。 

  

７ 人口動態 

令和 7 年中の人口動態は、自然減が 1,565 人（出生 1,107 人、死亡 2,672 人）、社会

増が 555 人で、合計 1,010 人の減となっています。 

（推計人口：令和 8 年 1 月 1 日 219,699 人、令和 7 年 1 月 1 日 220,709 人） 

 

８ 事業所   令和 3 年経済センサス－活動調査結果 

令和 3 年経済センサス－活動調査結果報告では、事業所数（民営）は 5,408 です。 

産業別では、第１次産業が 23、第２次産業が 593、第３次産業が 4,792 です。 

産業大分類別では、第３次産業の卸売業,小売業が 1,215 で多く、医療,福祉（第 3 次

産業：811）、宿泊業,飲食ｻ-ﾋﾞｽ業（第 3 次産業：578）、生活関連ｻ-ﾋﾞｽ業,娯楽業（第 3

次産業：497）、不動産業,物品賃貸業（第 3 次産業：554）、建設業（第 2 次産業：456）、

教育,学習支援業(第 3 次産業：308)、サ－ビス業（他に分類されないもの：第 3 次産業：

351）、学術研究,専門・技術ｻ-ﾋﾞｽ業（第 3 次産業：257）、製造業（第 2 次産業：137）、

金融業,保険業（第 3 次産業：71）、運輸業,郵便業（第 3 次産業：62）、情報通信業（第

3 次産業：59）、複合ｻ-ﾋﾞｽ事業（第 3 次産業：26）、農林漁業（第１次産業：23）、電気・

ガス・熱供給・水道業（第 3 次産業：3）。 

従業者数（民営）は 54,613 人で、産業別では第１次産業が 222 人、第２次産業が 6,408

人、第３次産業が 47,983 人です。 

産業大分類別では、第３次産業の医療,福祉が 13,345 人で多く、卸売業,小売業 

（第 3 次産業：11,154 人）、宿泊業,飲食ｻ-ﾋﾞｽ業（第 3 次産業：5,932 人）、製造業（第

2 次産業：3,622 人）、生活関連ｻ-ﾋﾞｽ業,娯楽業（第 3 次産業：3,368 人）、サ－ビス業（他

に分類されないもの：第 3 次産業：4,746 人）、教育,学習支援業（第 3 次産業：2,876

人）、建設業（第 2 次産業：2,786 人）、運輸業,郵便業（第 3 次産業：2,104 人）、不動

産業,物品賃貸業（第 3 次産業：1,901 人）、学術研究,専門・技術ｻ-ﾋﾞｽ業（第 3 次産業：



1,302 人）、金融業,保険業（第 3 次産業：684 人）、複合ｻ-ﾋﾞｽ事業（第 3 次産業：210

人）、情報通信業（第 3 次産業：345 人）、農林漁業（第１次産業：222 人）、電気・ガ

ス・熱供給・水道業（第 3 次産業：16 人）。 

 

９ 農林業   2020年農林業センサス結果 

2020 年農林業センサスでは、農家数は 537 戸で、そのうち販売農家が 313 戸、自給

的農家が 224 戸です。 

経営耕地面積は 281ha で、内訳は田が 222ha、畑が 36ha、樹園地 23ha です。 

 

10 工業   2020年工業統計調査結果 

2020 年工業統計調査では、従業者 4 人以上の製造業の事業所数は 56、従業者数は

3,846 人、製造品出荷額等は 772 億 4867 万円です。 

 

11 商業   令和 3 年経済センサス－活動調査結果 

令和 3年経済センサス－活動調査では、商業事業所数は 955、従業者数は 8,807人で、

卸売業の事業所数は 139、従業者数は 715 人、小売業の事業所数は 816、従業者数は

8,092 人です。 

 

12 教育   令和 7年度学校基本調査結果 

(1)幼稚園 

幼稚園数は 21 園、園児数は 2,052 人、教員数は 247 人で、教員１人当たりの園

児数は 8.3 人です。 

(2)小学校 

   小学校の学校数は 26 校、児童数は 12,915 人、教員数は 871 人で、教員１人当

たりの児童数は 14.8 人です。 

(3)中学校 

   中学校の学校数は 14 校、生徒数は 5,962 人、教員数は 454 人で、教員１人当た

りの生徒数は 13.1 人です。 

(4)高等学校 

  高等学校の学校数は 6 校、生徒数は 4,090 人、教員数は 285 人で、教員１人当

たりの生徒数は 14.4 人です。 

 

13 観光客数   令和 5年度兵庫県観光客動態調査結果 

観光客数は 9,976 千人で、内訳は日帰り客 9,831 千人、宿泊客 146 千人です。 

県下では、神戸市、西宮市に次いで 3 番目です。 



14  市内総生産  

令和 5 年度の市内総生産の総額は、5245 億 1100 万円です。内訳は第１次産業 

7 億 7500 万円（構成比 0.1％）、第 2 次産業 594 億 1900 万円（構成比 11.3％）、 

第 3 次産業 4582 億 1300 万円（構成比 87.4％）、輸入品に課される税・関税等 

61 億 400 万円（構成比 1.2％）になります。 

 （注）資料：令和 7 年版兵庫県市区町別主要統計指標 

令和 5 年度兵庫県市町民経済計算 

(1)市内総生産＝第１次産業総生産+第 2 次産業総生産+第 3 次産業総生産+ 

輸入品に課される税・関税等 

(2) 輸入品に課される税・関税は、関税、輸入品商品税及び輸入品に係る消費税。 


